
板倉町農業委員会 農業委員募集要項

板倉町農業委員会農業委員の任期満了に伴い、農業委員を募集します。

１．募集の内容

１）募集人数 １０人

２）任期 令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日

３）身分 板倉町の特別職の非常勤職員

４）報酬 会長 月額 ３７,０００円
職務代理 月額 ２９,０００円
委員 月額 ２７,０００円

（月額報酬のほか、活動実績及び成果実績による加算額あり）

２．主な職務内容

１）農業委員会の会議に出席し、農地の権利移動等の申請の許可について審議する。

２）農地利用の最適化（担い手への農地利用の集積の推進、遊休農地発生防止・解消

の推進、新規就農の支援）に係る指針の作成、活動等

３）農業者からの相談対応及び農業者への助言等

３．推薦を受ける者及び応募する者の資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で次

のいずれかに該当する者は除きます。

１）町外に住所を有する者。ただし、町長が認めた場合はこの限りでありません。

２）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

３）拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者

４）板倉町暴力団排除条例（平成２４年条例第１６号）第２条第３号に規定する暴

力団員等

４．推薦及び応募の方法

推薦及び応募の方法は、個人又は団体による推薦を受けて申し込む方法と自ら

応募する方法の２通りがあります。

所定の様式に必要事項を記入し、板倉町農業委員会事務局まで提出ください。

１）申込様式

・推薦の場合 板倉町農業委員候補者推薦書（別記様式第１号）

・応募（自薦）の場合 板倉町農業委員候補者応募書（別記様式第２号）



２）受付期間 令和８年２月２日～令和８年３月２５日まで（必着）

※申込書を持参される場合は平日午前８時３０分～午後５時１５分にお持ちください。

※郵送の場合受付期間内必着でお願いします。

※提出された書類の返却はいたしません。

３）申込書等の入手方法

板倉町農業委員会窓口で取得するか又は板倉町公式ホームページからダウン

ロードしてください。

５．選考方法

提出された書類をもとに選考します。ただし法律の規定等により、選考にあたっ

ては次のような条件があります。

・認定農業者が過半数を占めなければなりません。

・農業委員会の所掌する事項について利害の無い人を含まなければなりません。

（中立委員）

また、選考にあたっては、性別や世代構成及び地域などに配慮します。

６．その他

農業委員に推薦又は応募される方は、同時に農地利用最適化推進委員にも推薦

又は応募することができます。

ただし、農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません。

法令の規定に基づき推薦書及び応募書に記載された事項について公表します。

◎ 問い合わせ・提出先

板倉町農業委員会事務局

〒374-0192 板倉町大字板倉 2682番地 1
電話：0276-82-6137


